
８６４円

要介護３ ９，９７７円 ９９８円

＜別紙４＞

通所リハビリテーション料金表
１．基本料金

利　用　時　間 介　護　度 利用料金（総額） 自己負担額（１割）

入浴介助加算Ⅰ
医師等が居宅を訪問し、動作及び浴室
の環境を評価し、理学療法士、作業療
法士が個別の入浴計画を作成する。

４０６円 ４１円　／　日

要介護４ １１，５６３円 １，１５６円

要介護５ １３，１１９円 １，３１２円

６時間以上　７時間未満

要介護１ ７，２７２円 ７２７円

要介護２ ８，６４４円

２．加算等料金

加　算　の　名　称 説　　　　明 利用料金（総額） 自己負担額（１割）

リハビリテーションマネジメント
加算　ロ

通所リハビリテーション計画の進捗状況を
定期的に会議を開催・評価し、必要に
応じて当該計画を見直して厚生労働省に
提出した場合に算定。

６ヵ月以内　６，０３０円
６ヵ月超　 　２，７７６円

６ヵ月以内　６０３円／月
６ヵ月超　 　２７８円／月

短期集中リハビリテーション
実施加算

退院（所）日又は認定日から起算して
３か月以内。

１，１１８円 １１２円　／　日

重度療養管理加算
要介護３・４・５かつ厚生労働大臣が
定める状態であるものに対して、医学
的管理が必要な場合に算定。

１，０１７円 １０２円　／　日

サービス提供体制加算Ⅱ
介護職員のうち介護福祉士が５０％
以上配置されている場合に算定。

１８３円 １９円　／　日

   違った単位数や自己負担額になります。

科学的介護推進体制加算

利用者ごとの、ＡＤＬ値、栄養状態、口腔機
能、認知症状況その他の利用者の心身の
状況等に係る基本的な情報を厚生労働省
に提出した場合に加算。

４０６円 ４１円　／　月

退院時共同指導加算

リハビリテーションを実施する事業所の理
学療法士などが医療機関の退院前のカン
ファレンスに参加し、共同指導を行った時に
算定。

６，１０２円 ６１０円　／　月

介護職員処遇改善加算Ⅰ
介護職員の資質向上の取り組みを
行っている場合に算定。

※１

※１　介護職処遇改善加算について

   介護職員処遇改善加算の算定方法は「介護報酬の総単位数に８．６％を乗じた単位数」となっており、個々に

７００円

延長サービス費 ３０分あたり ３６０円

３．その他の料金　（介護保険の適用はありません）

名　　　　　称 金　額　（　単　価　）

食材料費 １回あたり ７３０円

☆クラブ費とは・・・フラワーアレンジメントにご参加頂く場合のみ必要となる料金です。

☆延長サービスとは・・・営業時間終了後、３０分単位で最長１時間３０分まで延長し、利用者の見守りをするサー

　  ビス費です。

リハビリテーションマネジメント
加算に係る医師による説明

リハビリテーション事業所の医師が利
用者又はその家族に対して説明し、利
用者の同意を得た場合に算定。

２，７４６円 ２７５円　／　月

紙パンツ代 １枚あたり １２０円

尿パット代 １枚あたり ５０円

クラブ費 １回あたり


